
 

平成２０年度ユニバーサルサービス負担金徴収に係る 

最終算定月について 
 

 

平成２０年度のユニバーサルサービス制度に係る負担金の徴収については、

平成１９年１１月２８日付け総務大臣の認可に基づき、ＮＴＴ東西への補てん

対象額１３５億６,０８１万６千円及び支援事務費６,６９３万８千円、合計１３

６億２,７７５万３千円を、平成２０年１月算定月（１月の利用電話番号）から

１２月算定月（１２月の利用電話番号）までの予定で、月額６円の番号単価を

適用して負担対象事業者から毎月徴収をしてきています。 

 

今般、平成２０年１１月算定月（１１月の利用電話番号）の負担金算定の結

果、残る１ヶ月をもって上記の補てん対象額等１３６億２,７７５万３千円を徴

収しきれないため平成２０年度の最終算定月は平成２１年１月となり、月額６

円の番号単価は、平成２１年１月利用分の電話番号数まで適用のこととなりま

す。これにより月額８円の新番号単価は、平成２１年２月利用分の電話番号数

から適用となります。 

 

なお、最終算定月が、平成２０年１２月から平成２１年１月に変更となる理

由は、電話番号数の毎月の伸びが徐々に小さくなってきていることが主な要因

です。 

 

 

 

参考：「最終算定月」とは 

①基礎的電気役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４年６

月１９日総務省令第６４号）第２７条第１項に規定されています。 

②具体的には、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の徴収について、そ

の年度の最終の負担金の徴収月を規定したもので、第２７条第１項では

「その年度における毎月の負担金の徴収額が補てん対象額等の額を超え

る月」を最終算定月と規定しています。 

 

 

 


